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東京司法書士会

訴
え
ら
れ
ち
ゃ
っ
た
オ
レ

ど
う
す
り
ゃ
い
い
の
？

「
裁
判
ど
う
し
よ
う…
…

」

悩
む
あ
な
た
を
司
法
書
士
が
支
え
ま
す
連
　
載

世
界
の
偉
人
に
学
ぶ
！ 

鴨
長
明

・ 

債
務
整
理
に
は
ど
ん
な
方
法
が
あ
る
？

・ 

死
後
の
後
始
末
を
専
門
家
に
任
せ
た
い

Q
&
A
司
法
書
士
な
ん
で
も
相
談
室

特 集
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﹁
裁
判
ど
う
し
よ
う
︙
︙
﹂

悩
む
あ
な
た
を
司
法
書
士
が
支
え
ま
す

事例1
知人に貸した30万円を返し
てもらえません。自分も生活
が苦しいので、何とか取り返
したい。

事例2
1年しか住んでいない部屋か
ら退去するときに、大家から
敷金を返してもらえず、ク
リーニング代まで請求され
ました。納得できない！

事例3
別れた彼から「貸した50万
を返せ」と訴えられました。
あげる、と言われたはずなの
に……。

裁判を
したいけど、
お金や時間が
かかりそうで
ムリかな……

裁判所に
呼び出されて
不安だけど、

弁護士を頼むお金
なんてないし…

司法書士

「あきらめたくない」「泣き寝入りしたくない」、
そう思ったときは司法書士に相談してください。
あなたの裁判を、司法書士がサポートします。

大丈夫、方法はあります！
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「
貸
し
た
お
金
を
返
し
て
も
ら
え
な
い
」「
理
不
尽
な
請
求
を
さ
れ
た
」

な
ど
の
ト
ラ
ブ
ル
に
遭
っ
て
、裁
判（
訴
訟
）で
解
決
し
た
い
と
考
え
た
こ

と
は
あ
り
ま
す
か
。し
か
し
、争
う
金
額
が
数
万
円
か
ら
数
十
万
円
と

い
っ
た
少
額
の
場
合
、「
裁
判
を
し
て
も
、弁
護
士
に
頼
む
費
用
を
考
え
る

と
割
に
合
わ
な
い
」と
あ
き
ら
め
て
し
ま
う
人
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

　
そ
ん
な
と
き
に
は
、「
裁
判
な
ん
て
無
理
」と
泣
き
寝
入
り
を
す
る
前

に
、司
法
書
士
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。司
法
書
士
と
い
う
と
登
記
や
相

続
の
専
門
家
と
い
う
印
象
が
強
い
か
と
思
い
ま
す
が
、実
は
、裁
判
書
類

の
作
成
に
も
長
い
歴
史
と
経
験
が
あ
り
ま
す
。司
法
書
士
の
ル
ー
ツ
は
、

江
戸
時
代
に
農
民
が
訴
訟
を
起
こ
す
と
き
に
手
助
け
を
し
た「
公
事
宿
」

に
あ
る
と
い
わ
れ
て
お
り
、明
治
５
年
に
司
法
書
士（
当
時
は
旧
制
度
の

代
書
人
）の
制
度
が
始
ま
っ
た
と
き
は
、裁
判
所
に
提
出
す
る
訴
状
の
作

成
が
主
な
役
割
で
し
た
。

　
ま
た
、司
法
書
士
は
２
０
０
２
年
に
は
、簡
易
裁
判
所
で
の
裁
判
に
代

理
人
と
し
て
入
廷
で
き
る「
簡
裁
代
理
権
」を
取
得
し
て
い
ま
す
。

　
「
お
金
に
余
裕
が
な
い
の
で
、裁
判
費
用
は
で
き
る
だ
け
抑
え
た
い
」

「
忙
し
く
て
、裁
判
に
時
間
を
か
け
ら
れ
な
い
」な
ど
、裁
判
に
直
面
し
た

人
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。あ
な
た
の
事
情
に
合
っ

た
形
で
サ
ポ
ー
ト
が
で
き
る
の
が
、司
法
書
士
の
強
み
で
す
。サ
ポ
ー
ト

の
仕
方
に
は
、主
に
以
下
の
２
つ
が
あ
り
ま
す
。

司
法
書
士
は

裁
判
書
類
作
成
の

エ
キ
ス
パ
ー
ト
で
す

認
定
司
法
書
士
は
、弁
護
士
と
同
じ
よ
う
に
、あ
な
た
の「
訴

訟
代
理
人
」と
な
っ
て
訴
訟
活
動
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

代
理
人
報
酬
を
助
成
す
る
制
度
も
あ
り
ま
す
。

代
理
人
は
立
て
ず
に
裁
判
所
へ
の
出
頭
な
ど
を
あ
な
た
自
身

が
行
う
本
人
訴
訟
で
、勝
訴
す
る
た
め
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト

と
な
る
裁
判
書
類
の
作
成
を
支
援
し
ま
す
。
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あ
な
た
の
裁
判
を
司
法
書
士
が

サ
ポ
ー
ト
す
る
場
合
︑

主
に
２
つ
の
方
法
が
あ
り
ま
す

❶
司
法
書
士
が

　「
訴
訟
代
理
人
」に
な
る

❷
本
人
訴
訟
を

　
裁
判
書
類
の
作
成
で
支
援

　
　

 

詳
し
く
は
、4
ペ
ー
ジ
へ

　
　

 

詳
し
く
は
、6
ペ
ー
ジ
へ

く
じ
や
ど
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認
定
司
法
書
士（
※
1
）は
、弁
護
士
と
同
じ
よ
う
に
、あ
な
た
の「
訴
訟

代
理
人
」と
し
て
法
廷
に
立
つ
な
ど
の
訴
訟
活
動
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。た
だ
し
、簡
易
裁
判
所
で
の
裁
判
で「
訴
訟
の
目
的
の
価
額
が
１
４
０

万
円
を
超
え
な
い
」場
合
に
限
り
ま
す（
※
2
）。

　
訴
訟
代
理
人
の
報
酬
は
、案
件
の
内
容
や
依
頼
す
る
司
法
書
士
の
料
金

設
定
に
よ
っ
て
違
い
は
あ
り
ま
す
が
、一
般
的
に
弁
護
士
よ
り
も
安
い
金

額
で
頼
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。少
額
訴
訟（
訴
訟
の
目
的
の
価
額
が
60
万

円
以
下
）な
ど
で
は
、弁
護
士
に
代
理
人
を
頼
む
と
、た
と
え
勝
訴
し
て
も

勝
ち
取
っ
た
金
額
が
代
理
人
報
酬
で
ほ
と
ん
ど
消
え
て
し
ま
う
、と
い
う

ケ
ー
ス
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。少
額
訴
訟
の
代
理
人
を
依
頼
し
た
い
場

合
は
、ぜ
ひ
認
定
司
法
書
士
に
相
談
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、司
法
書
士
は
登
記
や
不
動
産
な
ど
の
専
門
家
で
も
あ
る
た
め
、

こ
れ
ら
の
分
野
に
関
わ
る
裁
判
に
つ
い
て
は
司
法
書
士
に
強
み
が
あ
る

場
合
が
多
い
で
す
。

※
1  

認
定
司
法
書
士
と
は
、司
法
書
士
資
格
を
有
し
た
者
の
中
で
、特
別
研
修
を
受
け
て
認
定
考
査
に

　
　

  

合
格
し
た
、よ
り
幅
広
い
業
務
を
扱
え
る
司
法
書
士
で
す
。東
京
司
法
書
士
会
で
は
、約
79
％
が

　
　

  

認
定
司
法
書
士
資
格
を
有
し
て
い
ま
す（
2
0
2
4
年
1
月
現
在
）。

※
2  

１
４
０
万
円
を
超
え
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
場
合
は
、ま
ず
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

少
額
訴
訟
の
場
合
で
も

代
理
人
を
頼
む
こ
と
が
可
能

例えばこんな人に向いています

「
忙
し
く
て
時
間
が
な
い
」

　
　

本
人
訴
訟（
6
ペ
ー
ジ
参
照
）の
場
合

は
、あ
な
た
自
身
が
裁
判
所
に
行
か
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。平
日
に
出
頭
を
求
め

ら
れ
た
場
合
に
は
仕
事
を
休
ま
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、事
前
の
準
備
に
も
時
間
が
か

か
る
な
ど
、忙
し
い
方
に
は
か
な
り
負
担

に
な
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

「
法
律
の
こ
と
は

 

わ
か
ら
な
い
の
で
、

 

専
門
家
に
任
せ
た
い
」

　
　

本
人
訴
訟
を
行
う
た
め
に
は
、あ
る

程
度
の
法
的
知
識
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

例
え
ば
、別
れ
た
恋
人
か
ら「
貸
し
た
50
万

円
を
返
せ
」と
訴
え
ら
れ
て「
そ
の
お
金

は
贈
与
さ
れ
た
も
の
な
の
で
返
却
の
義

務
は
な
い
」と
裁
判
で
主
張
す
る
場
合

は
、「
貸
与
」と「
贈
与
」の
法
律
上
の
違
い

や
、「
貸
与
で
は
な
く
贈
与
」だ
と
主
張
す

る
た
め
に
は
ど
ん
な
証
拠
が
必
要
か
等

を
理
解
し
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

「
す
ご
く
あ
が
り
症
で
す
」

　
　

裁
判
所
は
、多
く
の
人
に
と
っ
て
日

ご
ろ
足
を
踏
み
入
れ
る
機
会
が
な
く
、敷

居
の
高
さ
を
感
じ
が
ち
な
場
所
で
す
。特

に
あ
が
り
症
の
方
の
場
合
、出
頭
す
る
だ

け
で
か
な
り
の
緊
張
や
ス
ト
レ
ス
を
感

じ
、裁
判
官
に
聞
か
れ
た
こ
と
に
う
ま
く

答
え
ら
れ
な
い
、と
い
う
こ
と
も
起
こ
り

え
ま
す
。

「
カ
ッ
と
な
り
や
す
い

 

タ
イ
プ
で
す
」

　
　

親
族
や
知
人
と
の
ト
ラ
ブ
ル
の
場

合
、理
性
的
に
話
す
つ
も
り
で
い
て
も
、

い
ざ
本
人
を
目
の
前
に
す
る
と
感
情
的

に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
珍
し
く
あ
り

ま
せ
ん
。カ
ッ
と
な
っ
て
怒
鳴
っ
た
り
す

る
と
、裁
判
官
の
心
証
が
悪
く
な
っ
た
り

和
解
が
成
立
し
に
く
く
な
っ
た
り
す
る

こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、第
三
者
の

専
門
家
に
任
せ
た
ほ
う
が
安
全
で
す
。

❶
司
法
書
士
が「
訴
訟
代
理
人
」に
な
る
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「訴訟代理人を頼みたいけど、費用が心配」という方へ

「裁判どうしよう……」
悩むあなたを司法書士が支えます

東
京
司
法
書
士
会
で
は
、市
民
の
皆
様
の「
裁
判
を
受
け
る
権
利
」

を
守
る
一
環
と
し
て
、司
法
書
士
が
訴
訟
代
理
人
に
な
る
と
き
に
あ

な
た
が
支
払
う
報
酬
の
一
部
を
助
成
す
る
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。

【
A
】の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
司
法
書
士
に
訴
訟
代
理
人
を
依
頼
す
る

場
合
、【
B
】の
要
件
に
該
当
す
れ
ば
、利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

な
お
、こ
の
制
度
の
ほ
か
に
も
、「
法
テ
ラ
ス
」（
日
本
司
法
支
援
セ
ン

タ
ー
）で
は
、経
済
的
に
余
裕
の
な
い
方
が
利
用
で
き
る
裁
判
費
用

の
立
替
制
度（
民
事
法
律
扶
助
制
度
）を
設
け
て
い
ま
す
。そ
ち
ら
も

併
せ
て
ご
検
討
く
だ
さ
い
。

ど
ん
な
と
き
に
利
用
で
き
ま
す
か
？

例
え
ば
次
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
、争
う
金
額

が
60
万
円
以
下
の
場
合
に
利
用
で
き
ま
す
。

・個
人
間
の
お
金
の
貸
し
借
り

・交
通
事
故（
物
損
事
故
）で
の
賠
償
請
求

・残
業
代
未
払
い
等
の
労
働
問
題

・未
払
い
家
賃
の
請
求

・敷
金
の
返
還
請
求

こ
の
制
度
と
法
テ
ラ
ス
の
民
事
法
律
扶
助

制
度
は
併
用
で
き
ま
す
か
？

併
用
は
で
き
ま
せ
ん
。そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
に

メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
の

で
、ど
ち
ら
を
選
ぶ
の
が
良
い
か
は
、代
理

人
を
依
頼
す
る
司
法
書
士
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

司
法
書
士
を
紹
介
し
て
も
ら
え
ま
す
か
？

東
京
司
法
書
士
会
で
は
、あ
な
た
の
ご
住
所

や
職
場
の
近
く
の
司
法
書
士
を
紹
介
し
て

い
ま
す
。7
ペ
ー
ジ
下
の「
司
法
書
士
ホ
ッ

ト
ラ
イ
ン
」に
お
電
話
く
だ
さ
い
。ま
た
、東

京
司
法
書
士
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
司

法
書
士
の
検
索
が
で
き
ま
す
。

【
A
】利
用
で
き
る
ケ
ー
ス

・民
事
訴
訟
ま
た
は
調
停
の
申
立
を
し
た
い

・民
事
訴
訟
ま
た
は
調
停
の
申
立
を
し
て
い
る

・民
事
訴
訟
の
被
告
と
な
っ
て
い
る

・調
停
の
相
手
方
と
さ
れ
て
い
る

【
B
】必
要
な
条
件

・「
相
手
に
請
求
す
る
額
」ま
た
は「
相
手
か
ら
請
求
さ
れ
て
い
る
額
」   

　が
、60
万
円
以
下
の
民
事
訴
訟
ま
た
は
調
停
で
あ
る
こ
と
。

・
民
事
訴
訟
ま
た
は
調
停
が
、過
払
い
金
請
求
や
債
務
整
理
に
関
す

　
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。

・
訴
訟
代
理
人
を
依
頼
し
た
司
法
書
士
に
、１
万
円
以
上
の
着
手
金

　
を
支
払
っ
て
い
る
こ
と
。

※
こ
の
他
に
も
、東
京
司
法
書
士
会
に
お
い
て
、助
成
金
を
交
付
す
る
こ
と
が
適
当
で
は
な
い

　
と
判
断
す
る
場
合（
請
求
原
因
が
法
律
上
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
訴
訟
の
場
合
な
ど
）

　
も
ご
ざ
い
ま
す
。詳
し
く
は
、依
頼
を
予
定
し
て
い
る
司
法
書
士
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

東京司法書士会「少額裁判司法書士報酬助成制度」

Q
1

A
1

Q
2

A
2

Q
3

A
3

訴訟代理人となる
司法書士への報酬を
一部助成する制度です
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裁
判（
訴
訟
）は
、訴
訟
代
理
人
を
立
て
ず
に
あ
な
た（
裁
判
の
当
事
者
）

自
身
が
行
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。そ
れ
を「
本
人
訴
訟
」と
言
い
ま
す
。日

本
の
民
事
訴
訟
で
は
、実
は
本
人
訴
訟
が
非
常
に
多
く
、簡
易
裁
判
所
で

の
本
人
訴
訟
の
割
合
は
９
割
を
超
え
ま
す
。少
額
訴
訟（
請
求
額
が
60
万

円
以
下
）で
は
、そ
の
割
合
は
さ
ら
に
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
ら
の
裁
判
で
、裁
判
官
に
自
分
の
言
い
分
を
認
め
て
も
ら
う
た
め

に
欠
か
せ
な
い
の
は
、法
的
に
き
ち
ん
と
し
た
書
類
や
証
拠
を
提
出
す
る

こ
と
で
す
。こ
の
書
類
作
成
は
、勝
訴
の
た
め
の
重
要
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と

同
時
に
、専
門
的
な
知
識
や
経
験
が
な
い
と
難
し
い
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

　
司
法
書
士
は
、あ
な
た
の
主
張
や
事
情
を
し
っ
か
り
聞
き
取
っ
て
、訴

状
や
申
立
書
な
ど
の
裁
判
に
必
要
な
書
類
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。ま
た
、訴
訟
の
ル
ー
ル
や
証
拠
の
集
め
方
な
ど
に
つ
い
て
、適
切
な
ア

ド
バ
イ
ス
を
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　
本
人
訴
訟
を
し
た
い
け
れ
ど
一
人
だ
け
で
は
不
安
と
い
う
と
き
、あ
な

た
の
必
要
に
合
わ
せ
た
後
方
支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
が
司
法
書

士
で
す
。な
お
、司
法
書
士
が
訴
訟
代
理
人
に
な
る
場
合
に
は「
訴
訟
の
目

的
の
価
額
が
１
４
０
万
円
を
超
え
な
い
」と
い
う
制
限
が
あ
り
ま
す
が
、

書
類
作
成
に
よ
る
本
人
訴
訟
支
援
に
は
、そ
の
よ
う
な
制
限
は
あ
り
ま
せ

ん
。ど
ん
な
裁
判
で
も
ご
依
頼
い
た
だ
け
ま
す
。

裁
判
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
書
類
作
成
を

専
門
家
と
し
て
サ
ポ
ー
ト

例えばこんな人に向いています

「
必
要
な
と
こ
ろ
だ
け

 

専
門
家
の
サ
ポ
ー
ト
が

 

ほ
し
い
」

　
　

書
類
作
成
に
よ
る
本
人
訴
訟
支
援

は
、自
分
に
必
要
な
部
分
の
み
に
絞
っ
た

オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
の
利
用
が
で
き
ま
す
。

司
法
書
士
と
相
談
し
た
う
え
で
、あ
な
た

が
必
要
と
思
う
書
類
の
作
成
を
依
頼
し

て
く
だ
さ
い
。

「
自
分
自
身
で

 

裁
判
を
闘
い
た
い
」

　
　

訴
訟
の
主
役
は
、当
事
者
で
あ
る
あ

な
た
自
身
で
す
。自
分
の
主
張
を
裁
判
長

に
直
接
伝
え
た
い
、自
分
の
意
思
で
裁
判

を
進
め
た
い
、と
い
う
思
い
の
強
い
方
に

は
本
人
訴
訟
を
お
勧
め
し
ま
す
。司
法
書

士
は
そ
の
思
い
を
支
え
る
た
め
に
、書
類

作
成
で
専
門
的
な
サ
ポ
ー
ト
を
し
ま
す
。

「
で
き
る
だ
け
費
用
を

 

抑
え
た
い
」

　
　

書
類
作
成
に
よ
る
本
人
訴
訟
支
援

の
場
合
、代
理
人
報
酬
は
発
生
し
ま
せ

ん
。必
要
な
書
類
の
作
成
支
援
に
絞
る

こ
と
で
、代
理
人
を
頼
む
よ
り
も
裁
判

に
か
か
る
費
用
を
抑
え
る
こ
と
が
可
能

で
す
。

❷
本
人
訴
訟
を
裁
判
書
類
の
作
成
で
支
援
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今
後
実
施
さ
れ
て
い
く
裁
判
手
続
の
I
T
化

は
、手
続
の
合
理
化
、迅
速
化
を
可
能
に
し
、事
件

の
早
期
解
決
に
大
い
に
役
立
つ
も
の
と
確
信
し

て
い
ま
す
。

　

一
方
で
、司
法
統
計
を
見
ま
す
と
、我
が
国
の

民
事
裁
判
の
多
く
、こ
と
簡
易
裁
判
所
の
事
件
に

至
っ
て
は
約
９
割
が
弁
護
士
や
司
法
書
士
な
ど

の
専
門
家
が
代
理
人
と
し
て
法
廷
に
立
た
な
い

本
人
訴
訟
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。裁
判
手
続
あ
る

い
は
I
T
に
不
慣
れ
な
本
人
訴
訟
の
当
事
者
の

中
に
は
、十
分
に
I
T
化
の
メ
リ
ッ
ト
を
受
け
ら

れ
な
い
方
も
出
て
く
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い

ま
す
。司
法
書
士
は
、そ
の
よ
う
な
方
々
の
不
安

に
寄
り
添
い
、ど
ん
な
方
も
制
度
か
ら
取
り
残
さ

れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
努
め
て
い
き
ま
す
。ま

た
、司
法
書
士
は
既
に
I
T
化
の
進
ん
で
い
る
登

記
手
続
に
対
応
し
て
お
り
、裁
判
の
サ
ポ
ー
ト
業

務
に
お
い
て
も
I
T
化
へ
の
対
応
を
進
め
て
い

き
ま
す
の
で
、安
心
し
て
ご
相
談
い
た
だ
け
れ
ば

と
思
い
ま
す
。

　

司
法
書
士
は
こ
れ
ま
で
も
、裁
判
書
類
の
作

成
、簡
易
裁
判
所
で
の
裁
判
代
理
と
い
う
形
で
、

裁
判
分
野
に
お
い
て
も
国
民
の
皆
様
の
権
利
保

護
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
。こ
の
姿
勢
自

体
は
、裁
判
手
続
の
I
T
化
後
も
変
わ
る
も
の
で

は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

　

世
の
中
で
は
、司
法
書
士
は「
登
記
の
専
門
家
」

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
と
思
い
ま
す
が
、私
た

ち
は「
法
律
家
」と
し
て
日
々
研
鑽
を
積
ん
で
い

ま
す
。登
記
を
は
じ
め
紛
争
の
予
防
に
精
通
し
て

い
る
の
は
当
然
の
こ
と
、実
際
に
起
き
て
し
ま
っ

た
紛
争
へ
の
対
処
も
で
き
な
け
れ
ば
、法
律
家
と

し
て
は
片
手
落
ち
で
す
。そ
こ
で
私
た
ち
は
、さ

ま
ざ
ま
な
相
談
事
業
や
委
員
会
活
動
、研
修
に

よ
っ
て
、紛
争
解
決
の
取
り
組
み
を
推
進
し
、能

力
の
向
上
に
努
め
て
い
ま
す
。

　

ぜ
ひ
紛
争
の
解
決
は
司
法
書
士
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

I
T
化
の
時
代
に
も

国
民
の
皆
様
の
権
利
保
護
に

取
り
組
ん
で
い
き
ま
す

M e s s a g e

「裁判どうしよう……」
悩むあなたを司法書士が支えます

社会の他の分野同様、裁判の場でも今後IT化が進んでいきます。インターネットを
通じて裁判に参加したり、裁判書類のやりとりができるようになるなど便利になる
一方、ITが苦手という方には不安もあるかと思います。
そんな方も、司法書士はしっかりとサポートをしていきます。東京司法書士会で裁判
業務推進などを企画する担当理事からのメッセージをお届けします。

平日10：00～15：45  ※年末年始、お盆期間を除く

「裁判どうしよう……」と悩んだら司法書士にご相談ください。
あなたに合った裁判のサポート方法から、一緒に考えます。
まずは右記にお電話ください。
ホットラインでのご相談は無料です。

司法書士ホットライン

TEL.03-3353-2700



なんでも相談室
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A

独身の６0代男性です。弟とは疎遠で、
その子ども（甥や姪）にも迷惑をかけたくないので、
私の死後の後始末一切は専門家に任せたいと思っています。
今からどのような準備をしておけばよいですか？

　　　あなたが将来、ご親族のお世話になる可
能性の高い局面は、大きく3つ想定されます。
①判断能力の衰え。これは死後の問題ではあり
ませんが、例えば認知症を患い、判断力が低下し
た場合には、入院や施設入所の手続などを親族
が行わなければならず、その支払いについても
親族のほうへ請求される可能性があります。
②死後の手続。死亡届や火葬埋葬許可など役所
の手続、葬儀や納骨など供養の手続、医療費など
の残った負債の支払い手続などがあり、これら
も親族が行うのが一般的です。
③遺産の整理。遺産となる財産がある場合に、そ
の承継者を決定し引き継がせる手続は、相続人
の立場にいる親族が行う必要があります。
　これら３つの局面でなるべく親族の手を煩わ
せないよう、今のうちに準備をするとすれば、司
法書士などの専門家と下記の契約を締結するこ
とをおすすめします。
①に対して「任意後見契約」。任意後見契約は、判
断能力が衰えた場合に特定の専門家に後見人に
なってもらえるよう、あらかじめ契約するもの
です。判断能力が衰えたときには後見人が入院
や施設入所の手続などで親族の代役となれます。
②に対して「死後事務委任契約」。死後事務委任
契約は、②の手続についてあらかじめ専門家に

依頼するという内容の契約を交わすものです。
親族の代わりに専門家が契約内容の事務を行う
ことができます。
③に対して「専門家を遺言執行者とする遺言書
作成（契約）」。遺言書作成は、遺産を誰にどのく
らい分けるかをあらかじめ決定するものです。
また、遺言書中に専門家を遺言執行者と定める
ことができるので、親族に代わって遺言執行者
が遺言の内容を実現させることができます。親
族に遺産を遺さず慈善事業団体などに寄付する
ことも可能です。
　以上の契約は、依頼者の生活ぶり、体調、資産
の状況、親族との関係性などによって内容を検
討していく必要があるので、専門家との相談が
不可欠です。また、いずれの契約を締結している
場合であっても、親族ではない専門家には「医療
行為の同意権」がないため、「尊厳死宣言」という
書類を用意しておくとよい場合もあります。
　ここまで説明してきましたが、もしも甥御さ
んや姪御さんがあなたの死後の手続を迷惑と感
じることなく、家族の絆と捉えているようであ
れば、相談して託すほうがよい場合もあります。
まだ60代ということで、検討する時間も十分に
ありますので、一度、ご親族の率直なお気持ちを
聞いてみてはいかがでしょうか。

Q2
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身の回りで起こるトラブルや悩み事。
法律の専門家なら、解決のためのアドバイスができることがあります。
このコーナーでは、皆様のお悩みに司法書士が答えていきます。

A

借金返済のための借金をちょこちょこ重ねてしまい、
返済のめどが立ちません。
司法書士に「債務整理」をしてもらえると聞きましたが、
どんな解決方法がありますか？ できれば自己破産は避けたいです。

Q1

　　　借金のお悩み、解決したいですね。「債務
整理」とは、借金の減額や利息の免除などの方法に
より、返済義務を負っている方（債務者）を救済
するための手続です。任意整理、個人再生、特定
調停、自己破産の4つの方法があり、それぞれに
メリット・デメリットがあります。各手続の概要を
下の表にまとめましたので、参考にしてください。

　ご相談者は自己破産をしたくないとのこと
ですが、借金額が大きい場合や安定した収入が
ない場合、高価な財産がないなどの場合は、自己
破産を選択するほうがよいケースもあります。
どの手続が適しているかは個別の事情によって
異なりますので、まずは司法書士にご相談くだ
さい。最適な方法を一緒に考えましょう。

手続の種類

任意整理
話し合いによって将来支払う利
息を免除し、残りを約3～5年で
分割払いするなど負担を軽減。

3か月～半年程度など
比較的に短期間で手続
が終わる。

利息のみが減額対象と
なるなど、大幅な減額は
期待できない。

個人再生
裁判所の認可を受けて借金を5
分の1など大幅に減額し、約3～
5年で分割払いする。

要件を満たせば住宅
ローン特例を使えるた
め、持ち家を所有し続け
ることができる。

手続に1年程度かかる。

特定調停
話し合いによって月々の返済額
を減らす。

手続が簡易的で、費用が
安く済む。

調停が成立しない可能
性がある。

自己破産
裁判所の認可を受けて借金全額
の返済を免除される。

税金や損害賠償金など
を除き、借金がゼロに
なる。

持ち家、自動車、株式な
どの財産が処分される
可能性がある。

メリット デメリット



挫折、失敗、絶望。生きていれば誰しも
「もうダメかも」と思うような瞬間があるかもしれない。
そんなときは、偉人がヒントをくれる。
どん底を乗り越え、偉業を成し遂げた彼らの考え方に学んでみよう。

ピンチをチャンスに変える考え方

　「
ゆ
く
河
の
な
が
れ
は
絶
え
ず
し
て
、し
か
も
、も
と
の
水
に
あ

ら
ず
」

　
鴨
長
明
が
執
筆
し
た『
方
丈
記
』は
、清
少
納
言
の『
枕
草
子
』、吉

田
兼
好
の『
徒
然
草
』と
並
ぶ
日
本
三
大
随
筆
の
一
つ
。「
名
文
」と

し
て
名
高
い
の
が
こ
の
書
き
出
し
で
あ
る
。現
代
語
訳
す
る
な
ら

ば
、次
の
よ
う
に
な
る
。

　「
流
れ
ゆ
く
河
の
な
が
れ
は
、絶
え
る
こ
と
は
な
く
て
、し
か
も
、

も
と
の
水
で
は
決
し
て
な
い
」

　
長
明
が
無
常
観
あ
ふ
れ
た
こ
の
随
筆
を
書
き
始
め
た
の
は
、50

歳
の
と
き
。そ
こ
に
は
、知
ら
れ
ざ
る
大
き
な
挫
折
が
あ
っ
た
。

　
長
明
の
人
生
の
歯
車
が
狂
っ
た
の
は
、18
歳
の
と
き
に
病
弱

だ
っ
た
父
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。長
明
の
父
は
、下

鴨
神
社
の
禰
宜
と
い
う
神
社
の
最
高
責
任
者
を
務
め
て
い
た
。そ

の
た
め
、周
囲
に
は
い
つ
も
人
が
あ
ふ
れ
て
い
た
が
、父
が
亡
く
な

る
や
否
や
、誰
も
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
薄
情
な
世
を
目
の
当
た
り
に
し
た
長
明
は
、30
歳
で
祖
母
か
ら

引
き
継
い
だ
家
も
手
放
し
、小
さ
な
家
を
河
原
に
建
て
て
暮
ら
し

始
め
る
。人
と
の
交
流
を
避
け
て
、和
歌
を
詠
み
続
け
る
日
々
を

送
っ
た
。

　
そ
ん
な
引
き
こ
も
り
の
よ
う
な
生
活
に
、あ
る
日
、転
機
が
訪
れ

る
。後
鳥
羽
上
皇
が
新
古
今
和
歌
集
の
編
纂
の
た
め
に
和
歌
所
を

設
置
す
る
と
、そ
の
メ
ン
バ
ー
に
長
明
が
選
ば
れ
た
の
だ
。

　
そ
こ
で
の
働
き
ぶ
り
が
評
価
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。さ
ら
に
後
鳥

羽
上
皇
か
ら「
河
合
社
の
禰
宜
に
」と
推
挙
さ
れ
る
。長
明
は
喜
び

を
隠
せ
な
か
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、同
族
の
鴨
祐
兼
に
阻
ま
れ
て
、こ
の
話
は
な
く
な
っ

て
し
ま
う
。再
び
絶
望
の
底
に
落
ち
た
長
明
は
、50
歳
で
出
家
す
る

こ
と
を
決
意
。出
世
競
争
に
敗
れ
た
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
の
悲
哀
に
近

い
も
の
が
、こ
の
と
き
の
長
明
か
ら
は
感
じ
ら
れ
る
。

　
出
家
し
た
長
明
は
、さ
ら
に
小
さ
な
庵
を
住
ま
い
と
し
た
。や
が

て
一
人
静
か
な
日
々
に
む
し
ろ
充
足
感
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
よ

う
だ
。「
今
回
の
名
言
」の
言
葉
を
残
し
て
い
る
。そ
ん
な
穏
や
か
な

生
活
の
な
か
、書
き
上
げ
た
の
が
、『
方
丈
記
』だ
っ
た
。

　
出
世
が
い
き
な
り
取
り
消
さ
れ
る
と
い
う
理
不
尽
な
仕
打
ち
が

な
け
れ
ば
、日
本
文
学
史
上
に
残
る『
方
丈
記
』が
生
ま
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。人
生
と
は
つ
く
づ
く
、最
期
ま
で
わ
か
ら
な
い
も
の
だ
。

文 真山知幸 著述家。ベストセラー シリーズ『ざんねんな偉人伝』（学研プラス）のほか、『泣ける日本史』（文響社）、『偉人メシ伝』（笠間書院）など、偉人や名言をテーマに
著作多数。『偉人名言迷言事典』（笠間書院）では偉人100人の言葉と人生を一冊にまとめた。最新刊は『逃げまくった文豪たち』（実務教育出版）。

今回の名言

||  

鴨
長
明

今回の名言

鴨
長
明
的
名
言

理
不
尽
さ
に
失
望
し
た
ら

人
生
を
見
直
す
チ
ャ
ン
ス

「
た
だ
ひ
た
す
ら
、

  

静
か
で
あ
る
こ
と
を
望
み
と
し
、

  

憂
え
な
い
こ
と
を

  

楽
し
み
と
す
る
」
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鴨長明（かものちょうめい）
京都の下鴨神社の禰宜の次男として
生まれる。後鳥羽上皇が和歌所を設
置すると、メンバーに選ばれた。河合
神社の禰宜に推薦されるも、同族の
鴨祐兼による反対で阻まれて、50歳
で出家。随筆『方丈記』、説話集『発心
集』など。

ね
　
ぎ

た
だ
す
の
や
し
ろ

か
も
の
す
け
か
ね
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今回の表紙

司法書士ミニヒストリー

ⓒ公益財団法人アダチ伝統木版画技術保存財団

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

司法書士のルーツは、江戸時代に農民が訴訟を起こす
ときに手助けをし、書類の作成や手続代行も行って
いた「公事宿（くじやど）」と考えられています。江戸の昔
から必要とされてきた「いざというときのサポート役」
は、今の司法書士にしっかりと受け継がれています。

Act iv i ty  Report

東京司法書士会の活動東京司法書士会では、司法書士制度
150周年を記念して「相続」をテーマ
とする4コマ漫画コンテストを実施。
このコーナーでは、その受賞作をご
紹介します。

「神山丈瑠賞」  作／金谷 嘉久 様

　令和5年度司法書士の日記念事業と
して実施した「東京司法書士会公認キャ
ラクター『しほたん』のフォトコンテスト」
に、多数のご応募をいただき、誠にあり
がとうございました。
　厳正なる審査を経て、受賞作品が決
定いたしました。

その他の受賞作品は、受賞作品発表サイトでご覧
いただけます。
https://www.tokyokai.jp/shihotan/
photocp/

「相続」4コマ劇場
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(さんだいめいちかわやおぞうのたなべぶんぞう)

遺産分割 　東京司法書士会は、2023年12月7日
に台湾の新北市地政士公会と友好協定
を締結しました。「地政士」とは、日本の
司法書士と同様、不動産登記の業務な
どを行う専門職です。司法書士が台湾の
戸籍などを取得しようとするときに、台
湾の地政士と連携することがあります。
そこで今回、司法書士と地政士の両制度
について相互理解を深め、業務交流を増
進し、市民に対する法的サービスの向上
に資すること等を目的とし、友好協定を
締結しました。
　また、業務交流の一環として、台湾で
も最近新設された任意後見制度の普及
に役立てていただくため、日本の任意後
見制度について説明する意見交換会も
行われました。

台湾新北市地政士公会と
友好協定を締結

大賞  モンブラン２号 様

会長賞  ♡*せな♡* 様

「しほたんフォトコンテスト」
受賞作品決定！



東京司法書士会では無料法律相談を実施しています

https://www.tokyokai.jp/

視覚障がいの方の
ための音声コード
（Uni-Voice）です東京司法書士会

電話で
相談したい

※男性相手には話しにくい悩み事の場合など
　は、女性司法書士への相談を希望することも
　できます（女性の方のみ）。電話予約の際に、
　その旨お伝えください。

平日 9：00～12：00/13：00～16：30

会って
相談したい

2か所の相談センターが
あります。まずは、
電話でご予約ください

東京司法書士会総合相談センター
新宿区四谷本塩町4-37
（JR四ツ谷駅から徒歩5分）

電話予約はこちら

四 谷

03-3353-9205

平日 10：00～16：00

三多摩総合相談センター
立川市曙町2-34-13 
オリンピック第3ビル202-A
（JR立川駅から徒歩6分）

電話予約はこちら

立 川

042-548-3933

遺言のことを
聞きたい

会社をつくりたいけど
どうしよう

不動産の
名義変更をしたい

相続の問題で
困っている

クレジット・サラ金の
問題で悩んでいる

成年後見制度を
使うには？

友人との
お金の貸し借りで
困っている

隣家と境界線で
トラブルに弟と

遺産争いに…

日常生活の中で起こる親族や近隣住人
などとのトラブルは、できれば裁判ではなく、
今後の付き合いのことも考えて、当事者同
士の話し合いで解決したいもの。でも、当事
者だけでは感情的になってしまったり、法律
の専門知識がなくて話し合いが進まない、
そんな場合は調停センター「すてっき」で、
司法書士がお手伝いをします。

調停センター「すてっき」
で、司法書士が
お手伝いします

もめごとを
当事者同士で
解決したい

平日 9：00～12：00/13：00～16：30

お問い合わせはこちら

03-3353-8844

裁判ではなく、話し合いによる
解決をめざします

司法書士
ホットラインに
お電話ください

平日（月～金曜）

昼 10：00～15：45

03-3353-2700

水・木曜（祝日除く）

夜 17：00～19：45

042-540-0663

一人で悩まず、
司法書士に
ご相談ください

公認キャラクター
しほたん

※新型コロナウイルス感染拡大等の影響により、予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

お体の事情などで常設相談会にお越しいた
だくことが困難な方（東京在住の方のみ）を
対象に、予約制で、地域の役所や学校など
の公共施設、高齢者施設などへの司法書士
の出張相談を行っています。
※お申し込みは、施設などを通してお願いします。

出張による相談にも
対応しています

（東京司法書士会事務局）
平日 9：00～12：00/13：00～16：30

お問い合わせはこちら

03-3353-9191

東京司法書士会のHPからも
お申し込みいただけます

お電話または
HPでお申し込み
ください！
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